
令和５年度墨田区青少年問題協議会 

報告資料 

 

墨田区子ども・若者計画に係る事業の実施状況 

 

 

１ 新型コロナウイルス等の影響により中止となった事業（３事業） 

基本方針１ 全ての子ども・若者の健やかな成長と自立に向けた支援 

事業名 担当課・機関 事業内容 

夏休み自然体験教室 

（農山村生活体験事業） 
地域教育支援課 

自然体験や異学年交流を通じて、子ども達の豊かな感性や情緒を育むため、児童・生徒を対

象に、農山村等における生活体験や集団生活を体験する自然体験教室を行います。 

ものづくりフェア 経営支援課 
ものづくりの魅力を伝えるため、イベントを通して、子どもたちが「ものづくり」に触れる

機会を提供し、ものづくりの楽しさを伝えます。 

 

基本方針２ 子ども・若者の健やかな成長を社会全体で支えるための環境整備 

事業名 担当課・機関 事業内容 

すみだまつり・こどもまつりでの

PR活動 
地域教育支援課 

青少年の非行・被害防止・健全育成についての現況、対策及び育成委員会活動について、す

みだまつりの会場（錦糸公園）でチラシ等を配布するなど、青少年の非行・被害防止の活動

ＰＲと意識啓発を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

２ 事業内容等の変更があった事業（５事業） 

基本方針１ 全ての子ども・若者の健やかな成長と自立に向けた支援 

事業名 担当課・機関 
事業内容 

変更理由等 
変更後 変更前 

【変更前】 

夏！体験ボランティ

ア事業 

【変更後】 

夏体験ボランティア

事業 

すみだボランティア

センター（厚生課） 

ボランティア活動の体験を通して、様々な社会的問題への関心を深めるとともに、

積極的に社会づくりに参加する意識の醸成を図ります。（事業内容変更なし） 

事業名を見直したため。 

学校防災活動の推進 防災課 

「防災に関するガイドブック」を作

成・配布し、災害時に中学生が自ら身

の安全を守るとともに、地域の一員と

して応急活動に取り組むことができ

るよう支援します。また、中学生で組

織される自主防災組織の活動に必要

な資材・機材の交付をします。 

「すみだ防災ガイド【中学生用】」を作成・

配布し、災害時に中学生が自ら身の安全を

守るとともに、地域の一員として応急活動

に取り組むことができるよう支援します。

また、中学生で組織される自主防災組織の

活動に必要な資材・機材の交付をします。 

「地震ガイドブック」や「墨田区水

害ハザードマップ」等の様々なガ

イドブックを用いて防災に関する

普及啓発を行っているため。 

合同就職面接会等の

開催 
経営支援課 

ハローワーク墨田と連携し、ハローワ

ーク墨田所管内である葛飾区とも協

力のうえ、就職面接会を開催するな

ど、区内等中小企業の雇用の安定と区

民等求職者の就労支援を行っていま

す。また、区民等求職者（主に再就職

希望者）を対象として、就職活動支援

セミナーを開催します。 

ハローワーク墨田と連携し、ハローワーク

墨田所管内である葛飾区とも協力のうえ、

合同就職面接会を開催するなど、区内等中

小企業の雇用の安定と区民等求職者の就

労支援を行っています。また、区民等求職

者（主に再就職希望者）を対象として、就

職活動支援セミナーを開催します。 

コロナ禍での仕事の探し方や、求

職者の意識が変化し、令和５年度

からは、小規模での面接会を開催

するなどやり方を変更したいと、

ハローワーク墨田から提案があっ

たため。 

すみだ人材確保プロ

モーション支援事業 
経営支援課 

区内事業者に関心のある求職者を対

象に、合同企業説明会を開催し、区内

事業者への就労促進を図ります。 

区内事業者に関心のある求職者を対象に、

企業見学会や求職者と区内事業者に勤務

する社員との座談会など様々な事業を行

い、区内事業者への就労促進を図ります。 

コロナ禍等での区内事業者や求職

者の動向を踏まえ、事業内容を見

直したため。 

  



 

基本方針３ 困難を有する子ども・若者やその家族への支援 

事業名 担当課・機関 
事業内容 

変更理由等 
変更後 変更前 

墨田区青少年非行・

被害防止強調月間 
地域教育支援課 

こども家庭庁の主唱する「青少年の非行・

被害防止全国強調月間」に呼応して、関係

機関・団体、地域住民等がそれぞれ実施す

る非行・被害防止活動を集中的に実施し

て、青少年の非行・被害防止の徹底を図り

ます。 

内閣府の主唱する「青少年の非行・被害防

止全国強調月間」に呼応して、関係機関・

団体、地域住民等がそれぞれ実施する非

行・被害防止活動を集中的に実施して、青

少年の非行・被害防止の徹底を図ります。 

「青少年の非行・被害防止全国強

調月間」は、令和５年度からこども

家庭庁の主唱となったため。 

 

 
３ 完了した事業（１事業） 

基本方針１ 全ての子ども・若者の健やかな成長と自立に向けた支援 

事業名 担当課・機関 事業内容 完了理由等 

ものづくりスタート

アップ連携促進事業 
経営支援課 

区内の町工場等を学びのフィールドとして、区内外の教育ベンチャーと連携しな

がら、STEAM教育の考え方を取り入れた次世代ものづくり人材の育成を行います。

あわせて、情報経営イノベーション専門職大学や千葉大学と連携したリカレント

教育も実施していきます。 

事業として一定の役割を果たした

と判断したため。（令和４年度完

了） 

 

 

 

 


